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（訂正）「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

 当社は、平成 18 年 5 月 24 に発表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」に一部訂正がござい

ましたので、下記のとおり訂正してお知らせいたします。 

 

記 

 
    （訂正前） 

現 行 定 款 変 更 定 款 案 

第２章の２  優 先 株 式 第２章の２  優 先 株 式 

（優先配当金の除斥期間） 

第10条の11 第32条の規定は、優先配当金および

優先中間配当金についてこれを準用す

る。 

（優先配当金の除斥期間） 

第12条の11 第47条の規定は、優先配当金および

優先中間配当金についてこれを準用す

る。 

 
（訂正後） 

現 行 定 款 変 更 定 款 案 

第２章の２  優 先 株 式 第２章の２  優 先 株 式 

（優先配当金の除斥期間） 

第10条の11 第32条の規定は、優先配当金および

優先中間配当金についてこれを準用す

る。 

（優先配当金の除斥期間） 

第12条の11 第44条の規定は、優先配当金および

優先中間配当金についてこれを準用す

る。 

 
（定款変更案の網掛けは、訂正部分を表しています。） 

 

以 上 


